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１ 北九州市安全・安心条例行動計画 概要 

１ 位置付け 

「北九州市安全・安心条例」第２５条の規定により、市が定める「安全・安心なまちづくりに関する施策を総合的、計画的かつ 

継続的に推進するため」行動計画を策定。また、本計画を再犯防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）第８

条に定める本市地方再犯防止推進計画として位置づけている。 

２．計画期間 

令和２年度～令和６年度（５年間） 

３．目標 

①目指す姿 

「日本トップクラスの安全なまち」及び「誰もが安心を実感できるまち」 

②具体的な目標と進捗状況 

目標① 刑法犯認知件数 

計画策定時 最終目標（令和６年度） 目標進捗状況（令和２年度） 

６，１２７件 ４，５００件以下 ５，１４５件 

政令市 11 位 政令市ベスト３ 政令市 12 位 

目標② 防犯パトロール活動への参加者数 

計画策定時 最終目標（令和６年度） 目標進捗状況（令和２年度） 

３９，２４８人 ６０，０００人以上 ４５，０８７人 

目標③ 「安全だ（治安が良い）」と思っている市民の割合 

計画策定時 最終目標（令和６年度） 目標進捗状況（令和２年度） 

８５．２％ ９０％以上 ８７．２％ 

       ※刑法犯認知件数は福岡県警察の統計による（1月から１２月までの件数） 



 

                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

（１）安全・安心に関する意識の高揚及び 

行動の促進等 

令和６年度までの目標       目指す姿                目標値 
（１）日本トップクラスの安全なまち 

（２）誰もが安心を実感できるまち 
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Ⅰ 安全・安心に関する市民意識の高いまちづくりの推進 

（１）青少年等の非行等からの立ち直り支援  

（２）安全・安心に関する相談及び支援体制 

（１）地域における安全・安心に関する活動の推進 

（ソフト面）  

（２）安全・安心に配慮した環境の整備 

（ハード面）  

（１）安全・安心に関する情報の提供    

（２）安全・安心なまち北九州市の情報発信 

方向性・取り組みの方針 主 な 施 策 条例の目的 

Ⅱ 安全・安心な環境の構築 

Ⅳ 安全・安心な都市イメージの発信 

Ⅲ 安全・安心に関する相談及び支援体制等の充実 

●安全・安心に関する意識の高揚  

●安全・安心なまちづくりの新たな担い手の育成 

●交通安全の推進 

○暴力団の排除の推進 

○迷惑行為の防止の推進 

○消費生活等に関する安全・安心の推進 

●自転車盗・万引き行為防止対策の推進 

 

●地域活動の推進 

○地域の防災力の強化 

○子どもの見守り活動の推進 

○青少年の非行等を生まない環境の構築 

●性暴力を根絶するための取組の推進 

 

●安全・安心に配慮した環境の構築 

●通学路等の安全確保 

●空き家及び空き地の適正管理 

○風水害対策の推進 

○公共施設等の耐震化・長寿命化の推進 

○非行等からの立ち直り支援の推進  

●犯罪をした者の立ち直り支援 

 

●安全・安心相談窓口の充実 

○犯罪被害者等の支援体制の充実 

●安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

○安全・安心に関する情報の提供 

 

●都市のイメージアップに資する情報の発信 

○北九州市安全・安心条例の普及・啓発活動の推進 

【凡例】●…重点的に取り組む施策・事業 

○…継続して取り組む施策・事業 

主 な 事 業 

特に配慮する対象 子 ど も の 安 全 対 策 女 性 の 安 全 対 策 高 齢 者 の 安 全 対 策 障 害 者 の 安 全 対 策 

●安全・安心条例行動計画推進事業●子どもと女性の「防犯力アップ」事業●安全・安心まちづくり市民大会 

●事業者の新たな防犯活動の推進 ●学生安全・安心ボランティア活動の推進 

●交通安全推進事業 ●高齢運転者の交通安全対策 ○自転車交通安全の啓発推進 

○暴力追放の推進 ○暴力団事務所撤去運動支援事業 

○モラル・マナーアップ関連条例推進事業 

○消費者啓発の推進 

●自転車盗・万引き行為防止のための啓発活動 など 

●地域防犯対策事業 ○生活安全パトロール隊支援事業 

○みんな de Bousai まちづくり推進事業 

○スクールヘルパーの配置 

○北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業 など 

●性暴力被害者に対する総合相談窓口の設置 ●性暴力根絶等に関する教育活動 

 

●防犯カメラの普及促進に向けた取組の推進 ○道路照明のＬＥＤ化 

●通学路防犯灯事業 ●通学路の安全対策の推進 

●老朽空き家等対策の推進 ●空き家等活用推進事業 

○アンダーパスの事故防止対策 ○浸水対策事業の推進 

○上下水道の地震等対策推進事業 など 

○協力雇用主と連携した就労支援 ○非行防止活動の推進 ○不登校対策の充実 

●触法障害者の立ち直り支援を通じた再犯防止推進事業 

○セーフティネット住宅の登録の促進 など 

●安全・安心総合相談ダイヤル事業 

○犯罪被害者等支援事業 

●防災拠点の整備 ○緊急通報システム、あんしん通報システム など 

○災害に関する情報の提供 ○犯罪発生状況の情報提供 など 

●都市イメージの向上 ○情報発信・取材協力事業 

○北九州市安全・安心条例普及・啓発事業 など 
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①刑法犯認知件数を４、５００件以下・政令市ベスト３にする。 
②防犯パトロール活動への参加者（市民、事業者、大学生などの参加）を６０，０００人以上にする。 
③「安全だ(治安が良い)」と思っている市民の割合を９０％以上にする。 

計画の体系図 
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３ 主な事業の進捗状況 

○市の基本構想・基本計画の下記評価基準に沿って事業評価を行っています。 

  【評価基準】 

評価区分 評 価 基 準 

１ 大変順調 

・実績値が前年度に比べ 10 ポイント以上（相当）上昇した事業 

・単年度目標達成率が 100％以上（相当）を推移（上位を推移）している事業 

・ほぼ目標に達している事業 

２ 順 調 

・実績値が前年度に比べ 10 ポイント未満（相当）上昇した事業 

・達成率が 90～100％未満（相当）であり、ほぼ現状どおりの状況を推移している事業 

３ やや遅れ ・前年度から改善はしているが、単年度目標の達成率が 70～90％未満（相当）である事業 

４ 遅 れ ・単年度目標の達成率が 70％未満（相当）であり、前年度から改善が見受けられない事業 
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【主な事業】 

 

 

（１）安全・安心に関する意識の高揚及び行動の促進等 

①安全・安心に関する意識の高揚 

No 事業名 事業内容 活動内容（評価の理由） 事業評価 

1 

防災訓練の実施 
各区の地域特性に応じた防災訓練を実施

し、地域住民の防災意識の高揚と区における

防災体制の充実を図る。 

例年、各区の災害特性に応じた訓練を実施するほ

か、危機管理能力を向上させるため、多様な防災訓

練を実施しているが、昨年度は新型コロナウイルス

感染症の影響により、規模を縮小（目標：3,000 人

⇒実績：1,246 人）して実施したことから、「遅れ」

と判断。 

遅れ 

危機管理室 

危機管理課 

２ 

男女共同参画基本計画

推進事業 

（配偶者等からの暴力

対策事業） 

配偶者や恋人等、親しい関係にある人から

の暴力は重大な人権侵害であることを誰も

が認識し、暴力を容認しない意識の醸成のた

め、広報・啓発事業を行うとともに、「北九

州市 DV 対策関係機関連絡会議」の開催など

情報交換等を行い、関係機関の連携強化を図

る。 

専門的な知見を持つ NPO 等と連携して、高校・

大学等でデート DV 予防教室を行った。（令和 2 年

度：13 回・2,124 人） 

また、警察等関係機関との連絡会議を開催し、課

題の検討による情報の共有を定期的に行っている。

（令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため書面会議により実施） 

デート DV 予防教室回数、受講者数については前

年度より減少したが、各教室でのリモート講義形式

等の工夫により実施できたため、「順調」と判断。 

順調 

総務局 

男女共同参画推進課 

方向性Ⅰ 安全・安心に関する市民意識の高いまちづくりの推進

【凡例】 

…特に重点的に取り組む事業 
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３ 

安全・安心条例行動計画

推進事業 この計画の目標となる本市の刑法犯認知

件数の減少のため、特に件数の多い罪種であ

る自転車盗等に焦点を当て、警察、関係団体

等と連携し、市民等の防犯意識の向上に取り

組む。 

 安全・安心推進員による「ながら見守り」の普及

活動等を実施し、市民等の防犯意識の向上に努め

た。 

 その結果、市内の刑法犯認知件数は着実に減少

（令和元年 6,127 件→令和 2 年 5,145 年）して

おり、防犯活動参加者の増加（令和元年度 38,225

人→令和 2 年度 45,087 人）や「安全だ（治安が

良い）と市民の割合」も着実に向上（令和元年度

86.1％→令和 2 年度 87.2％）していることから、

「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

４ 

子どもと女性の「防犯力

アップ」事業 

「地域安全マップづくり」や防犯の専門家 

（日本ガーディアン・エンジェルス）による 

体験型セミナーに加え、子どもを見守る立場

に ある教員や保護者を対象とした「見守り

セミナー」を通じて、子どもや女性の防犯意

識や危機回避能力の向上を図る。 

 子ども防犯セミナーについては例年並み（目標：

14 件⇒実績：10 件）に実施できたものの、地域安

全マップづくり（目標：7 校⇒実績：1 校）や子ど

も見守りセミナー（目標：10 件⇒実績：1 件）に

ついては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より十分に実施できなかったことから、「やや遅れ」

と判断。 

やや遅れ 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

５ 

安全・安心まちづくり市

民大会 
本市の安全・安心なまちづくりの機運を高

めるため、防犯活動を行っている団体が集

い、情報交換する場として市民大会を開催

し、また、防犯に関する講演や防犯活動に対

する顕彰を実施する。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市

民大会を開催することができなかったことから「遅

れ」と判断。 

遅れ 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 
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６ 

児童虐待の早期発見・迅

速かつ適切な対応及び

児童への支援のための

連携強化 

児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応

及び適切な支援を行うために、要保護児童対

策地域協議会などを通じて、関係機関との連

携強化を図るとともに、関係職員等に対する

研修会の 実施や市民啓発などに努める。  

併せて、児童相談所へ通告・相談のできる全

国共通ダイヤル「１８９（いちはやく）」を

広く周知する。 

要保護児童対策地域協議会において関係機関との

連携強化を図るとともに、児童虐待対応リーダー養

成研修会や児童虐待問題市民講座等の開催、全国共

通ダイヤル「１８９（いちはやく）」の周知などに

取組み、関係機関職員や地域住民等への児童虐待に

対する理解の浸透、意識の高揚を図ることができた

と判断するため「順調」と判断。 

順調 

子ども家庭局 

子育て支援課 

子ども総合センター 

７ 

住宅防火対策の推進 高齢者・障害者等への訪問活動を行い、防

火・防災啓発の普及を図るとともに、火災及

び焼死事故等の防止に努める。 

本市の住宅用火災警報器の設置率は、令和２年７

月時点で８５％と全国平均の８２．６％を上回って

いるため、「順調」と判断。 

順調 

消防局予防課 

 

②安全・安心なまちづくりの新たな担い手の育成 

１ 

事業者の新たな防犯活

動の推進 

事業者の自主防犯活動の活発化を図るた

め、「ながら見守り」活動の啓発チラシを作

成し、企業訪問等を通じて、事業者の防犯活

動の参加を推進する。また、企業訪問時に、

ポスターは窓の外が見えるような位置へ貼る

ことやブラインドの開放といった地域の見守

りの目を増やす取組を推進する。 

 令和２年度は企業訪問（目標：300 件⇒実績：

357 件）を通じて、多くの企業・団体から「ながら

見守り活動」の趣旨に賛同を受け、令和２年度末時

点で 528 社、33,583 人が「ながら見守り活動」

を行っていることから、「大変順調」と判断。 

大変順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 
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２ 

学生安全・安心ボランテ

ィア活動の推進 市内で活動する学生ボランティアが一堂に

会し交流を深める連絡会議や、防犯活動に必

要な知識を習得する防犯リーダー養成講座を

開催する。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により例年

同様の防犯リーダー養成講座等は実施できなかった

ものの、各学生ボランティア団体とのオンライン会

議により情報共有や今後の方向性について協議する

ことができ、新たな担い手の育成につながったこと

から、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

 

③交通安全の推進 

１ 

交通安全推進事業 交通安全計画に基づき啓発等を実施する。

生涯にわたる交通安全教育及び効果的な広報

啓発活動により、市民に広く交通安全思想を

普及し、交通事故防止を図る。 

 交通事故の発生件数が前年比 1,092 件減少

（5,542 件→4,450 件）しているため「順調」と

判断。 

順調 
市民文化スポーツ局 

安全・安心都市整備課 

２ 

高齢運転者の交通安全

対策 
高齢運転者の個々の特性に応じて、安全運

転の継続の支援や、運転に不安がある方に対

しては運転免許証自主返納の支援を行い、高

齢運転者による事故の防止に取り組む。  

 高齢運転者が加害者となる交通事故の発生件数

が、前年比 163 件減少（1,207 件→1,044 件）

しているため「順調」と判断。 

順調 
市民文化スポーツ局 

安全・安心都市整備課 

３ 

自転車交通安全の啓発

推進 

自転車利用者の安全運転に関する意識の高

揚を図るため、中学生を対象とした自転車交

通ルール検定の実施など、自転車のルール・

マナーの啓発強化や保険の加入促進に取り組

む。 

 自転車関連事故の発生件数が、前年比 126 件減

少（622 件→496 件）しているため「順調」と判

断。 

順調 
市民文化スポーツ局 

安全・安心都市整備課 
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④暴力団の排除の推進 

１ 

暴力追放の推進 
市の事業からの暴力団排除をはじめ、暴力

追放大会の実施や市民等への支援など、警察

等との連携を深め、官民一体となった暴追活

動を強化する。 

 官民一体となった暴力団追放運動の推進に取り組

んでおり、令和２年度以降も未完了ではあるが、暴

力団事務所の撤去が進行していること、市民意識調

査、市政モニターアンケートによる暴追対策への評

価が向上してきていることから、「大変順調」と判

断。 

大変順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

２ 

暴力団事務所撤去運動

支援事業 

市民等による暴力団排除の自主的な取組を

支援し、社会全体での暴力団排除機運を更に

高め、浸透させていくため、福岡県の制度と

連携して、暴力団事務所として事務所を使わ

せないための市民運動・住民訴訟等の実施費

用を補助する新たな支援制度の普及を図る。 

 令和２年度末までに、本補助金を適用して２件の

暴力団事務所撤去が行われたこと、市民意識調査、

市政モニターアンケートによる暴追対策への評価が

向上していることから、「大変順調」と判断。 

大変順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

 

⑤迷惑行為の防止の推進 

１ 

モラル・マナーアップ 

関連条例推進事業 モラル・マナーアップ関連条例の周知・啓

発や重点地区における巡視活動などに取り

組み市民のモラル・マナーアップを図る。 

 令和２年度は、迷惑行為防止に係る地域活動団体

が前年度から２団体増加した（100 団体→102 団

体）。また、路上喫煙率についても、前年度から小

倉地区では 0.08％から 0.06％、黒崎地区では

0.25％から 0.19％とともに減少していることか

ら、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心都市整備課 
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⑥消費生活等に関する安全・安心の推進 

１ 

消費者啓発の推進 悪質化・巧妙化する消費者被害やニセ電話

詐欺等を未然に防止するため、消費者自身が

危機回避や被害にあった場合の適切な対処法

を身につけるための啓発事業等を実施する。 

消費生活センターの認知度（目標：90％、実績：

93.5％）及び、消費生活センター等に相談又は相談

を勧める市民の割合（目標：90％、実績：95.7％）

ともに目標値を上回り、高い数値を維持しているた

め、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

消費生活センター 

 

⑦自転車盗・万引き行為防止対策の推進 

１ 

自転車盗・万引き行為防

止のための啓発活動 警察、関係団体等と連携し、自転車盗や万

引き犯罪の調査・分析を行い、対象を絞った

上でリーフレット作成・配布等による啓発活

動を実施することで、市民等の防犯意識の向

上に取り組む。 

 市内の市立小学校に通う小学３・４年生に対する

自転車盗・万引きの防止に向けた啓発物の配布（約

30,000 部）や、商業施設駐輪場への自転車ツーロ

ックを促すステッカーの添付（市内約 1,300 箇所）、

安全・安心推進員による各企業への注意喚起、小倉

北警察署や自主防犯団体と連携した啓発活動などを

実施したことから、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

２ 

Keeple(キープル)活動

への協力 
小倉都心部において、自転車の盗難防止に

向けて駐輪場の利用促進や違法駐輪の防止な

どを目的に、北九州市立大学生が中心となっ

て実施している啓発活動（Keeple 活動）へ

の協力を行う。 

北九州市立大学生に協力し、駐輪場の利用促進や

違法駐輪の防止等の啓発活動を実施（実績：8 回）

したため、順調と判断した。 

順調 

建設局 

道路維持課 
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（１）地域における安全・安心に関する活動の推進（ソフト面） 

①地域活動の推進 

１ 

地域防犯対策事業 

市民の自主防犯意識の醸成を図るととも

に、地域の自主防犯活動への支援等を行い、

「安全・安心なまち北九州市」の実現を図る。 

 安全・安心指導員による生活安全パトロール隊の

パトロール同行等の支援に加えて、「街頭誘導ハン

ドブック」を配布し、自主防犯団体のレベルアップ

を図った。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、自主防犯団体等による安全パトロールを例年通

りに実施することが難しい中、「新しい生活様式を

踏まえた地域防犯活動の指針」を策定するなど、自

主防犯団体の活動支援を行ったことから、「順調」

と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

２ 

生活安全パトロール隊支

援事業 安全で安心して暮らせるまちづくりのた

めに、地域の防犯パトロールや子どもの見守

り活動等の自主防犯活動を行っている生活

安全パトロール隊への物品更新を支援する。 

 安全・安心指導員を通じて生活安全パトロール隊

のニーズに適った帽子や手旗等の物的支援を実施し

たことから、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

 

 

方向性Ⅱ 安全・安心な環境の構築 



- 12 - 

②地域の防災力の強化 

１ 

みんな de Bousaiまちづ

くり推進事業 
災害から命を守りぬくために、自ら命を

守る「自助」意識の醸成や地域で助け合う

「共助」の風土づくりなどによる地域防災

力の向上を目指して、地区防災計画づくり

を支援するとともに、地域防災の新たな担

い手の育成に取り組む。 

令和２年度の「みんな de Bousai まちづくり推進

事業」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

受け、①地区 Bousai 会議の開催回数：達成率 0%

（0 回/50 回）②地域ぐるみの防災ネットワークを

構築した校区数：達成率 0%（0 校/10 校）③人材

育成プログラムの研修回数：達成率 86%（13 回

/15 回）④地域の新たな担い手を育成した人数：達

成率 125%（75 人/60 人）４つの指標を平均した

結果、達成率は 52%であったため、「遅れ」と判

断。 

遅れ 

危機管理室 

危機管理課 

２ 

避難行動要支援者避難 

支援事業 
自力又は家族等で避難することが困難な

高齢者･障害者の名簿を作成し、地域へ情報

を提供することで、災害時の自助･共助によ

る避難支援の仕組みづくりを促進する。 

個別避難計画の作成について、名簿掲載者に対す

る作成割合が増加（30.7％→37.6％）し、自助・

共助による避難支援の仕組みが定着しつつあるた

め、「順調」と判断。 

順調 

危機管理室 

危機管理課 

３ 

自主防災活動の推進 「市民防災会」の防災委員等（校区会長、

町内会長、組・班長等）を対象とした防災

リーダー研修や訓練指導等による支援・指

導を継続し、市民の自助・共助意識の醸成

を図る。 

目標の全 193 地区に対し、防災訓練指導等によ

る支援・指導を継続し、市民の自助・共助意識の醸

成を図った。また、平成 30 年度から実施している

防災リーダー研修は令和２年度までの３年間で

3,306 人に達しており防災リーダーの育成が進ん

でいるため、「順調」と判断。 

順調 

消防局 

予防課 
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③子どもの見守り活動の推進 

１ 

地域防犯対策事業 

（再掲） 

市民の自主防犯意識の醸成を図るととも

に、地域の自主防犯活動への支援等を行い、

「安全・安心なまち北九州市」の実現を図る。 

 安全・安心指導員による生活安全パトロール隊の

パトロール同行等の支援に加えて、「街頭誘導ハン

ドブック」を配布し、自主防犯団体のレベルアップ

を図った。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、自主防犯団体等による安全パトロールを例年通

りに実施することが難しい中、「新しい生活様式を

踏まえた地域防犯活動の指針」を策定するなど、自

主防犯団体の活動支援を行ったことから、「順調」

と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

２ 

スクールヘルパーの 

配置 保護者や地域の方等を「スクールヘルパ

ー」として学校に配置登録し、様々な知識や

経験を活かしながら、学校の教育活動を支援

する。 

スクールヘルパーの延べ活動人数は、新型コロナ

ウイルス感染拡大における緊急事態宣言の発令によ

って活動の一部を休止していたため、減少（令和元

年度 84,732 人、令和 2 年度 27,619 人）してい

ることから「遅れ」と判断。 

 

遅れ 

教育委員会 

学校経営・教育指導課 

 

④青少年の非行等を生まない環境の構築 

１ 

商店街における悪質な客

引き対策 
商店街・警察・市の３者で、小倉繁華街客

引き適正化協議会を結成し、繁華街の定期的

なパトロールを行うなど、客引きの適正化を

図る。 

 従来の取組に加え、繁華街の実態調査や年末のマ

ナーアップキャンペーン、有識者会議（２回開催）

による効果的な対策の検討などを実施したことか

ら、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 
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２ 

北九州市「青少年の非行

を生まない地域づくり」

推進本部運営事業 

子どもの安全を守る「はいかい防止声かけ

ネットワーク」や「就労支援」への取組を強

化するなど、青少年の非行防止施策を総合的

かつ積極的に展開する。 

【子ども家庭局（青少年課）】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議

自体は書面での開催となったが、関係機関や団体、

地域等の情報共有・意識共有が図れた。以上のこと

から「順調」と判断。 

順調 

子ども家庭局 

市民文化スポーツ局 

保健福祉局 

教育委員会など 

【保健福祉局医務薬務課】  

「危険ドラッグを含む薬物乱用の防止と啓発」に

係る事業を推進している。 

 薬物乱用防止教室は、小学生を対象に実施してお

り、毎年度依頼を受けている。 

 街頭啓発キャンペーンは、啓発対象となる若年層

（学生等）が例年 200 人近く参加している。令和

２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

観点から中止となったが、その他ポスター掲示等の

広報については例年どおり行った。 

 以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

【安全・安心推進課】 

 「薬物等乱用防止対策会」の書面開催に加え、若

年層の大麻のまん延が危惧される状況を受けて、大

麻乱用に関して若年層が陥りやすいシチュエーショ

ンを題材に、大麻乱用の危険性などを表現した「き

っかけは大麻」を作成したことから、「大変順調」

と判断。 

大変順調 
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⑤性暴力を根絶するための取組みの推進 

１ 

性暴力被害者に対する

総合相談窓口の設置 

性犯罪被害者が直面している問題につい

て相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び

直接的支援を行う「性暴力被害者支援センタ

ー・ふくおか」を福岡県と福岡市・北九州市

共同で設置している。  

 被害者への助言や警察への付き添い等、ワンスト

ップで被害者に寄り添った支援を実施したことか

ら、「順調」と判断。  

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

２ 

性暴力被害者支援等に

関する広報・啓発等 「性暴力被害者支援センター・ふくおか」

の ポスターやチラシ、カード等の広報物を

安全・安心推進課及び市内公共施設での掲

示・配架を行っている。 

 安全・安心推進員の企業訪問における広報啓発や、

市内転入者に対するチラシ等の配布（28,000 部）、

市庁舎及び市内商業施設のトイレへのカードの設

置、市内美容院への各種啓発物の配布等、様々な広

報活動を実施したことから、「大変順調」と判断。 

大変順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

３ 

性暴力根絶に関する教

育活動 「性差別等人権に関する教育」「体や性の

仕組みに関する教育」「性に関する心理学的

見地からの教育」「性暴力及び性被害の実情

等に関する教育」などの総合的な教育を、児

童・ 生徒の発達段階に応じて行う。 

生命の安全教育プロジェクトチームを立ち上げ、

各学校において「生命の安全教育」の意義や目的を

理解したうえで、計画的かつ系統的に児童生徒が性

暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう取組

の充実を図っていく計画を立案することができた。 

 また、令和４年度より全校で実施予定である、福

岡県人づくり・県民生活部安全課の事業「性暴力対

策アドバイザー事業」について、令和３年度から先

行的に小倉北区の小・中・特別支援学校で実施する

ための準備を行った。 

 以上のことから、「大変順調」と判断。 

大変順調 

教育委員会 

学校経営・教育指導課 

生徒指導・教育相談課 



- 16 - 

（２）安全・安心に配慮した環境の整備(ハード面) 

①安全・安心に配慮した環境の構築 

１ 

福岡県防災・行政情報通

信ネットワーク再整備 

（終了事業） 福岡県が各市町村や国、県の出先機関と防

災情報を共有するための通信システムであ

る福岡県防災･行政情報通信ネットワークシ

ステムの再整備に伴う必要経費を負担する。 

事業が完了し、システムを円滑に運用しているた

め、「大変順調」と判断。 
大変順調 

危機管理室 

危機管理課 

２ 

防犯灯関連事業 
夜間における犯罪の発生防止や通行の安

全を図るため、防犯灯の整備を行うととも

に、防犯灯のＬＥＤ化を促進する。また、地

域が設置する防犯灯の設置費を一部補助す

る。 

 防犯灯の整備数（平成 26 年末 67,778 灯⇒令和

2 年末 69,289 灯）、防犯灯 LED 化率（平成 26

年末 53.2％⇒令和 2 年末 85.7％）がともに増加

しているため、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心都市整備課 

３ 

防犯カメラの普及促進

に向けた取組の推進 
北九州市安全・安心条例に基づき、犯罪の

起こりにくい安全・安心な環境を構築するた

め、市民等への防犯カメラの普及促進に向け

た取組を推進する。 

 令和 2 年度に JR 折尾駅周辺に防犯カメラ 10 台

を設置したほか、平成 27 年度に「防犯カメラ設置

補助制度」を創設し、平成 27 年度～令和２年度に

かけて、自治会 280 台、事業所 42 台、合計 322

台の補助を行ったため、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心都市整備課 
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４ 

バリアフリー等のまち

づくり 
高齢者や障害者など、誰もが安全で快適に

暮らせる生活空間づくりをめざすために、歩

道や公園などのバリアフリー化等を推進す

る。 

道路については、バリアフリーのまちづくりのた

め、歩道の新設や拡幅、段差解消、視覚障害者誘導

用ブロックの設置などのバリアフリー化を実施して

きた。 

 都市公園については、園路及び広場の段差解消や

拡幅、車いす使用者用駐車施設の設置、誰もが利用

しやすいトイレの設置等のバリアフリー化を実施し

てきた。 

以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

建設局道路計画課 

みどり･公園整備課 

５ 

道路照明の LED 化 
夜間における交通事故の防止や通行の安

全を図るため、道路照明の整備を行うととも

に、ＬＥＤ化を促進する。  

令和 7 年度に 100％の LED 化を目指し整備して

おり、令和２年度末で約 85％が LED 化されている

ため、「順調」と判断。 

順調 
建設局 道路維持課 

交通局 営業推進課 

②通学路等の安全確保 

１ 

通学路防犯灯事業 犯罪等の防止や子どもをはじめとして市

民が、より安全で安心して通行できるよう通

学路の防犯灯の充実に向けた取組を推進す

る。 

 平成 28 年度、地域への維持管理補助金を拡充

（1,100 円／灯⇒1,600 円／灯）し、平成 28 年

度～令和２年度にかけて通学路防犯灯 1,206 灯を

設置したため、「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心都市整備課 

２ 

通学路の安全対策の推進 
「北九州市通学路交通安全プログラム」に

基づき、通学路の安全対策を推進する。  

通学路の安全確保のため、歩道の新設や拡幅、防

護柵の設置などの交通安全対策を実施してきた。通

学路の安全確保に対する要望への対策を順調に実施

してきたため、「順調」と判断。 

順調 
建設局 

道路計画課 



- 18 - 

③空き家及び空き地の適正管理 

１ 

老朽空き家等対策の推進 
「空家等の適切な管理等に関する条例」及

び「空家等対策計画」に基づき、老朽空き家

等対策の強化を図る。また、市民の安全・安

心な居住環境の形成を図るため、倒壊や部材

の落下のおそれがあるなど危険な空き家等

の除却に要する費用の一部を補助する。 

老朽空き家の除却補助の目標 220 戸/年を達成

（342 戸/年）し、市民の安全・安心な居住環境の

形成を図ることに寄与できたため、「大変順調」と

判断。 

大変順調 

建築都市局 

監察指導課 

２ 

空き家等活用推進事業 
近年増加傾向にある空き家に対し、市民の

安全・安心を確保するため、空き家等発生の

未然防止から、流通・活用等の促進に至るま

での総合的な空き家対策を推進する。 

空き家に関するリーフレットの配布や、固定資産

税納税通知書へのチラシ同封、市内全区でセミナ

ー・相談会を開催する等の普及啓発活動を実施した

ほか、空き家に関する相談も、行政評価における目

標 300 件に対し、395 件と目標値を上回っている

ため、「大変順調」と判断。 

大変順調 

建築都市局 

空き家活用推進室 

④風水害対策の推進 

１ 

アンダーパスの事故防

止対策 ポンプや冠水警報装置等の点検・管理を着

実に行うとともに、市民への啓発を推進す

る。  

市ホームページ及び市政だより掲載による啓発 

活動、並びに、梅雨前点検の様子について取材機

会を設けているため、「順調」と判断。 

順調 

建設局 

道路維持課 

２ 

河川改修事業の推進 
浸水被害を抑制するため、治水事業の根幹

となる河川改修を推進する。 

浸水被害の抑制が必要とされる市内河川につい

て、計画通りの進捗（河川整備率（護岸延長）目標：  

87％、実施：85％ 令和 2 年度末）であるため、

「順調」と判断。 

順調 

建設局 

河川整備課 
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３ 

浸水対策事業の推進 
雨に強い安全・安心なまちづくりを目指

し、 計画的な雨水整備を着実に推進する。 

計画的に雨水整備を実施（目標：73.0％、実施：  

73.0％）しているため、順調と判断。 
順調 

上下水道局 

下水道計画課 

 

⑤公共施設等の耐震化・長寿命化の推進 

１ 

水産物供給基盤整備事業 
震災や近年の異常気象による漁港施設の

被害を教訓として、漁村地域の防災機能を強

化する。 

藍島漁港（本村地区）係留施設の津波対策工法を

決定した。令和 3 年度～令和 5 年度の３か年計画で

工事実施の見込みであることから、「順調」と判断。 

順調 

産業経済局 

水産課 

２ 

橋梁・トンネルの長寿命化

への計画的な取り組み 

効率的かつ効果的な施設の維持管理を図

るため、アセットマネジメントの考え方を取

り入れ、定期的な点検結果に基づき、橋梁・

トンネルの状態に応じた修繕工事を行うな

ど、施設を長持ちさせる維持管理を推進す

る。 

橋梁・トンネルの長寿命化に向けた修繕の取組は、

概ね計画通りに進捗（目標：8 件、実施：8 件）し

ており、「順調」と判断。 

順調 

建設局 

道路維持課 
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３ 

民間建築物耐震改修費

等補助事業 

民間建築物の耐震化を促進するため、一定

の要件に該当する木造住宅やマンション、多

数の市民が利用する特定建築物等の耐震化

及びブロック塀等の除却に要する費用の一

部を補助する。 

補助事業及び耐震化に関する問い合わせは目標

300 件に対し、226 件である。建築物の補助件数

は目標 50 件に対し 19 件、平成 30 年度に創設し

た危険なブロック塀等の除却費補助は目標 80 件対

し 59 件である。その結果、全体の達成率は 70％

となり「やや遅れ」と判断。 

やや遅れ 

建築都市局 

建築指導課 

４ 

海岸（高潮）事業 災害に強い都市づくりの一環として、高潮

等の災害から市民の生命や財産を守るため

に、臨海部において護岸整備を行う。（新門

司北地区） 

新門司北地区における護岸整備工事を概ね計画通

りに進めている（目標：540m、実績：498m）こ

とから、「順調」と判断。 

順調 
港湾空港局 

整備課 

５ 

上下水道の地震等対策

推進事業 自然災害や老朽化による漏水事故を未然

に防ぐ対策として、経年劣化した水道施設の

更新や耐震化を計画的に実施するとともに、

災害等の発生時でも安定した給水体制を確

保するため、送水管の整備等によるバックア

ップ機能の強化にも取り組む。 

また、地震時においても下水道の機能を確保

するための耐震化を推進する。 

水道管路（基幹管路耐震化率 目標：46.8％、実

績：46.8％）や浄水場（穴生浄水場 目標：令和 2

年度完了、実績：令和 2 年度完了）・配水池（山ノ

岬配水池 目標・実績：平成 29 年度完了、別所配

水池 目標・実績：平成 30 年度完了）の耐震化工

事を実施。 

 送水管の2条化整備等によるバックアップ機能の

強化の事業（井手浦系ループ化、小森江系 2 条化）

については目標どおり実施。 

 令和２年度まで予定していた建築物の耐震化・長

寿命化工事は完了しているため「順調」と判断。                                                                                        

下水道施設の耐震化については、工事に対する難

易度が高いことから、進捗にばらつきはあるが、予

定通りに耐震化を進めていることから「順調」と判

断。 

順調 

上下水道局 

計画課・浄水課・ 

下水道計画課・施設課 
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（１）青少年等の非行等からの立直り支援 

①非行等からの立直り支援の推進 

１ 

北九州市「青少年の非行

を生まない地域づくり」

推進本部運営事業 

（再掲） 

子どもの安全を守る「はいかい防止声かけ

ネットワーク」や「就労支援」への取組を強

化するなど、青少年の非行防止施策を総合的

かつ積極的に展開する。 

【子ども家庭局（青少年課）】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議自体

は書面での開催となったが、関係機関や団体、地域等の

情報共有・意識共有が図れた。以上のことから「順調」

と判断。 

順調 

子ども家庭局 

市民文化スポーツ局 

保健福祉局 

教育委員会など 

【保健福祉局医務薬務課】  

「危険ドラッグを含む薬物乱用の防止と啓発」に係る事

業を推進している。 

 薬物乱用防止教室は、小学生を対象に実施しており、

毎年度依頼を受けている。 

 街頭啓発キャンペーンは、啓発対象となる若年層（学

生等）が例年 200 人近く参加している。令和２年度は、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止と

なったが、その他ポスター掲示等の広報については例年

どおり行った。 

 以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

【安全・安心推進課】 

 「薬物等乱用防止対策会」の書面開催に加え、若年層

の大麻のまん延が危惧される状況を受けて、大麻乱用に

関して若年層が陥りやすいシチュエーションを題材に、

大麻乱用の危険性などを表現した「きっかけは大麻」を

作成したことから、「大変順調」と判断。 

大変順調 

方向性Ⅲ 安全・安心に関する相談及び支援体制の充実 
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２ 

協力雇用主と連携した就

労支援 

非行歴のある青少年の就職促進やその受

け皿となる協力雇用主の拡充を、福岡保護観

察所と協働しながら図っていく。 

 また、協力雇用主が、雇用した少年から損

害を受けた場合の「見舞金」制度や「立ち直

りを目指す非行少年への就労促進住居確保

支援事業」などを実施することで、協力雇用

主活動への支援と理解促進を推進する。 

新型コロナウイルス感染拡大の中でも、協力雇用

主の登録事業者数は維持できている。（262 社→

267 社） 

 協力雇用主が活動しやすい環境づくりに関する

市の取組みに対し、協力雇用主から高い評価を得て

いる。 

 以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

子ども家庭局 

青少年課 

３ 

非行少年の立ち直り支援

と体制強化 

非行少年の立ち直りと自立を促進するた

め、学校、警察、地域等と連携して非行少年

及びその家庭への支援を積極的に行う。ま

た、教育委員会や警察等の関係機関と非行相

談連絡会議を定例開催し、教育・福祉の視点

に立った取組を実施する。 

毎年、7 月と 11 月の立ち入り調査月間に合わせ、

北九州市内のコンビニエンスストアや携帯販売店

などに立入調査を実施し、青少年の非行防止に取り

組んだ。 

 毎年、少年非行防止ポスター展を開催し、少年非

行防止の啓発活動を行っている。 

 毎年、非行相談連絡会議を定例開催し、少年非行

や児童虐待などの問題解決に向けて取り組んだ。 

 以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

子ども家庭局 

子ども総合センター 
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４ 

ネットトラブル等の防止 

インターネット上のサイトにおいて、児童

生徒によるいじめや非行行為等の不適切な

書き込み等の実態を把握し、ネットトラブル

等の早期解決と未然防止に関する指導を推

進する。 

 スマートフォン等の使用方法については、

北九州市 PTA 協議会などとも連携し、家

庭でのルールづくりを推進する。また、教職

員の対応力向上のための研修や保護者等へ

のリーフレットを作成・配布するなど啓発を

行う。 

 インターネット上のサイトにある不適切な書き

込み等に関して、各学校に情報共有するとともに、

関係児童生徒が把握できた場合には早期に対応す

ることができている。インターネットによる大きな

トラブルは報告されておらず、未然防止につながっ

ている。 

 月に１回、ネットトラブル等防止啓発資料を作成

し、各学校に配布するとともに、ホームページにも

掲載して広く啓発することができている。また、職

員研修として、北九州市の課題も踏まえた３つのテ

ーマでオンデマンド研修を実施している。 

 以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

教育委員会 

生徒指導・教育相談課 

５ 

非行防止活動の推進 
北九州市いじめ・非行防止連絡会議におい

て、いじめや非行防止等に関係する機関・団

体との連携を図るとともに、学校警察連絡協

議会による街頭補導や薬物乱用防止教室、規

範意識育成事業等の実施により、児童生徒の

健全な育成を図る。 

 いじめ非行防止連絡会議や学校警察連絡協議会

などを通じて、関係する機関との情報交換・補導活

動を行うことで連携体制を強化している。また、規

範意識育成事業等を実施し、児童生徒の健全な育成

に努めている。以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

教育委員会 

生徒指導・教育相談課 
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６ 

不登校対策の充実 不登校は児童生徒に関わる最重要課題の

一つであることから、ふれあい合宿・不登校

児童生徒療育キャンプの実施、長期欠席対策

検討会議の運営、小中連携の研修会や取組の

強化など、事案の未然防止・早期解決や、社

会性の育成を含む多様な支援を行うことで

問題解決に取り組む。  

 「SUTEKI アンケート」や「子どもつながりプロ

グラム」「コグトレ」の効果的活用等を通して、魅

力ある学校づくりに取り組むことができた。 

 その一方、ふれあい合宿やワラビーキャンプの中

止、また、長期欠席対策検討会議の開催縮小（3 回

のうち 2 回は書面開催）等のため、多様な支援を行

うことができなかった。また、不登校児童生徒の社

会的自立に向けた多様な学びの機会の保障や居場

所づくりについても十分ではなかった。 

 以上のことから「やや遅れ」と判断した。 

やや遅れ 

教育委員会 

生徒指導・教育相談課 

７ 

いじめ対策の充実 

いじめは児童生徒に関わる最重要課題の

一つであることから、未然防止に取り組むと

ともに事案の早期発見・早期解決や、社会性

の育成を含む多様な支援を行うことで問題

解決に取り組む。「北九州市いじめ防止基本

方針」に基づく、いじめ問題に係る各種取組

の実施により、いじめの状況把握、分析及び

調査研究並びに関係機関との連携等により、

いじめ問題の解決を図る。 

 いじめを認知したら、解消後すぐに問題が解決し

たと捉えるのではなく、いじめの認知当月から少な

くとも３か月の見守りと支援を行い、児童生徒の様

子を注視し、心身の苦痛を感じていないかどうかを

面談等により確認するとともに、次年度新学期につ

いても見守り期間を継続して再発防止に取り組ん

だ。 

 「いじめの認知」の判断基準について生徒指導主

事・主任会等で周知し、学校におけるいじめの把握

と早期対応が図られた。 

 児童生徒の好ましい人間関係づくりのための小

中 9 年間を見通した「北九州子どもつながりプログ

ラム（追加版）」を全校で実施した。 

 以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

教育委員会 

生徒指導・教育相談課 
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８ 

スクールソーシャルワー

カー(※)の活用 
不登校や虐待など、問題を抱える児童生徒

に対して、背景となっている家庭環境へ福祉

的手法で支援を行うスクールソーシャルワ

ーカーを増員し、支援体制の充実を図る。 

 令和元年度より 2 名増員し、支援体制の充実を図

ることができた。また、臨時休業期間があったにも

かかわらず、令和元年度より学校訪問や家庭訪問等

の活動回数が増加し、解決好転率も上昇している。 

 以上のことから、「順調」と判断。 

順調 

教育委員会 

生徒指導・教育相談課 

 

 

 

②犯罪をした者の立ち直り支援 

１ 

社会を明るくする運動 犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの

更生について理解を深め、犯罪のない明るい

地域社会を築くため、街頭キャンペーンな

ど、法務省主唱の運動を推進する。  

「社会を明るくする運動」を実施することで、市

民へ更生保護への理解を促進することができた。ま

た、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、接

触型のイベントは中止となったが、ホームページや

SNS 等を通じて市民への啓発活動を行ったことか

ら、「順調」と判断。 

順調 

保健福祉局 

総務課 

２ 

生活困窮者自立支援事

業 生活困窮に至るおそれのある人の自立を

促進するため、本人の状態に応じた包括的な

相談支援等を実施する。 

生活困窮者の状態に応じた包括的な相談支援等

を適切に実施した。また、生活困窮者自立支援事業

の利用に繋げることで困窮状態から早期に脱却で

きるよう支援したことから、「順調」と判断。 

順調 

保健福祉局 

地域福祉推進課 

 
 

※「スクールソーシャルワーカー」…社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、不

登校や暴力行為、児童虐待など、問題を抱える児童生徒が置かれた複雑な家庭環境に

働きかけたり、関係機関との連携の強化を図る。 
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３ 

依存症対策事業 
薬物等の依存に苦しむ当事者に対し、回復

支援のための具体的なプログラムを提供し、

抱えている問題の軽減を図る。 

依存症の当事者を対象とした回復支援プログラ

ムを、毎月２～３回程度、実施できているため、「順

調」と判断。 

順調 

保健福祉局 

精神保健福祉センター 

4  

触法障害者の立ち直り

支援を通じた再犯防止

推進事業 

国のモデル事業として、不起訴や執行猶予

処分となった知的障害等のある人に、市・司

法・福祉が連携した支援を実施し、効果的な

再犯防止の取組について検証する。 

市・司法・福祉が連携して支援する本市の仕組み

は、見守りや就労支援等においてモデル事業前の実

績を上回ることができた（32 件→34 件）ことか

ら「順調」と判断。 

順調 

保健福祉局 

障害者支援課 

5 

セーフティネット住宅

の登録の促進 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供

給の促進に関する法律に基づき、保護観察対

象者等を含む住宅確保要配慮者の入居を拒

まない賃貸住宅を本市に登録する制度につ

いて、不動産関係団体等と連携して、制度の

普及及び登録を促進する。 

北九州市居住支援協議会などを通してセーフテ

ィネット住宅の登録促進を図っている。令和２年度

末時点で 4,794 戸の住戸が登録されており、「順

調」と判断。 

順調 

建築都市局 

住宅計画課 

6 

 

市営住宅における住宅

困窮者への入居支援 

市営住宅への入居については、連帯保証人

が無くても入居可能としており、また、先着

順募集及び常時募集については、市外在住者

や 20 歳以上の若年単身者の入居を可能と

し、より住宅困窮度の高い人への入居支援を

行う。 

事業は継続して実施しており、住宅に困窮した方

に対して有効な事業であるため、「順調」と判断。 
順調 

建築都市局 

住宅管理課 
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（２）安全・安心に関する相談及び支援体制 

①安全・安心相談窓口の充実 

1 

民事介入暴力相談事業 
民事介入暴力相談員を配置し、民事介入 

暴力等の相談に応じ、相談者の問題解決を 

図る。 

相談事業を円滑に運営出来ているため、「順調」

と判断。 
順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

２ 

安全・安心総合相談ダイ

ヤル事業 
市民生活の身近な安全・安心に関する相談

を受け付ける「安全・安心総合相談ダイヤル」

を円滑に運用し、市民等の相談機会の充実と

不安感解消を図る。 

相談事業を円滑に運営出来ていること、行政評価

に係る市民アンケート調査における安全・安心総合

相談ダイヤルの認知度が増加（33.6%→36.1％）し

ていることから、「順調」と判断。 

順調 
市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

３ 

子ども・家庭相談コーナ

ー運営事業 

各区役所に「子ども・家庭相談コーナー」

を設置し、子どもと家庭に関するあらゆる相

談に応じ、ひとり親家庭の自立支援、ＤＶ被

害者対応、児童虐待等、それぞれの相談に応

じた支援・対応を行い、関係機関との連携を

行う。 

子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じ、それ

ぞれの相談に応じた支援・対応、関係機関との連携

を行い、相談者の不安や負担感の軽減を図ったため、

「順調」と判断。 

順調 

子ども家庭局 

子育て支援課 

４ 

児童虐待の早期発見・迅

速かつ適切な対応及び

児童への支援のための

連携強化（再掲） 

児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応

及び適切な支援を行うために、要保護児童対

策地域協議会などを通じて、関係機関との連

携強化を図るとともに、関係職員等に対する

研修会の 実施や市民啓発などに努める。  

併せて、児童相談所へ通告・相談のできる全

国共通ダイヤル「１８９（いちはやく）」を

広く周知する。 

要保護児童対策地域協議会において関係機関との

連携強化を図るとともに、児童虐待対応リーダー養

成研修会や児童虐待問題市民講座等の開催、全国共

通ダイヤル「１８９（いちはやく）」の周知などに

取組み、関係機関職員や地域住民等への児童虐待に

対する理解の浸透、意識の高揚を図ることができた

と判断するため「順調」と判断。 

順調 

子ども家庭局 

子育て支援課 

子ども総合センター 
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②犯罪被害者等の支援体制の充実 

１ 

犯罪被害者等支援事業 「福岡犯罪被害者総合サポートセンター」

及び「性暴力被害者支援センター・ふくおか」

の運営費の一部負担を行うことで、犯罪被害

者支援施策の充実を図る。 

 被害者への助言や警察への付き添い等、ワンスト

ップで被害者に寄り添った支援を実施したことか

ら、「順調」と判断。  

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

２ 

暴力団事務所撤去運動

支援事業（再掲） 

市民等による暴力団排除の自主的な取組

を支援し、社会全体での暴力団排除機運を更

に高め、浸透させていくため、福岡県の制度

と連携して、暴力団事務所として事務所を使

わせないための市民運動・住民訴訟等の実施

費用を補助する新たな支援制度の普及を図

る。 

 令和２年度末までに、本補助金を適用して２件の

暴力団事務所撤去が行われたこと、市民意識調査、

市政モニターアンケートによる暴追対策への評価

が向上していることから、「大変順調」と判断。 

大変順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

３ 

性暴力被害者に対する

総合相談窓口の設置 

性犯罪被害者が直面している問題につい

て相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び

直接的支援を行う「性暴力被害者支援センタ

ー・ふくおか」を福岡県と福岡市・北九州市

共同で設置している。  

 被害者への助言や警察への付き添い等、ワンスト

ップで被害者に寄り添った支援を実施したことか

ら、「順調」と判断。  

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

４ 

性暴力被害者支援等に

関する広報・啓発等 
「性暴力被害者支援センター・ふくおか」

の ポスターやチラシ、カード等の広報物を

安全・安心相談センター及び市内公共施設で

の掲示・配架を行っている。 

 安全・安心推進員の企業訪問における広報啓発

や、市内転入者に対するチラシの配布（28,000

部）、市庁舎及び市内商業施設のトイレへのカード

の設置、市内美容院への各種啓発物の配布等、様々

な広報活動を実施したことから、「大変順調」と判

断。 

大変順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 
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③安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

１ 

大規模災害に備えた備蓄

整備事業 
住民の生命身体を災害から保護するた

め、大規模災害に備えた非常用の食糧及び

飲料水備蓄に加え、避難所生活に配慮した

物資等を整備する。 

想定避難者数約 22,000 人に対し、3 食×３日分

の食料 198,000 食及び３ ×１日分の飲料水

66,000 を目標通り整備している。 

また、避難所シートを 4,000 枚購入したことか

ら、「順調」と判断。 

順調 

危機管理室 

危機管理課 

２ 

認知症高齢者等安全確保

事業 

認知症などにより行方不明となった高齢

者の早期発見・早期保護を図るため、SOS 

ネットワークシステムの運営や GPS を

活用した位置探索サービスの提供など、認

知症高齢者等の安全確保に取り組む。  

早期発見・早期保護の体制を維持できていること

から、「順調」と判断。 
順調 保健福祉局 

認知症支援・介護予防セ

ンター 

３ 

救急医療体制の維持・確保 

市民が夜間や休日においても、安心して

医療を受けられるよう、夜間や休日におけ

る救急医療体制の維持・確保を推進する。 

 医師会、医療機関、行政の連携のもと、重症度に

応じて第一次から第三次までの救急医療体制を構築

し、質・量ともに他自治体に比べても充実した救急

医療が提供されているため、「順調」と判断。 

順調 保健福祉局 

地域医療課、夜間・休日

急 患 セ ン タ ー 、

第 2 夜間・休日急患センター 
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４ 

防災拠点の整備 
人口動態や都市構造の変化、災害の大規

模化など、消防を取り巻く環境の変化に対

応できるよう、防災拠点である消防署・分

署の建替え等を推進するとともに、消防団

活動の拠点であり地域防災の要となる消防

団施設を整備する。 

【消防団施設の整備・耐震化】 

 老朽・狭隘な消防団施設の整備及び耐震補強工事を計

画的に行うことができたため。 

 令和２年度については、２施設を建替えにより整備し、

３施設の耐震補強工事を行った。 

 以上のことから、「大変順調」と判断。 

 

【消防署所の建替え】 

 老朽化した消防署所の建替えを計画どおりに実行でき

たことから、「大変順調」と判断。 

大変順調 

消防局 

総務課 

消防団課 

５ 

あんしん通報システム 

在宅の高齢者や重度の身体障害がある人

等の家に火災センサーやペンダント型発信

機を付加した緊急通報装置を設置し、火災

や救急事案等に対し、消防隊や救急隊が迅

速な対応を行うとともに、緊急通報に対す

る民間警備員の駆けつけや医療・福祉スタ

ッフの通年 24 時間体制の相談対応によ

り、高齢者等が住み慣れた地域で安心して

生活できるよう支援を行う。  

 緊急通報における消防隊・救急隊の迅速な対応や

警備員による駆け付けサービス、平時における通年

24 時間体制での健康相談等を実施し、サービスを

安定的に運営できているため、「順調」と判断。 

順調 

消防局予防課 

保健福祉局長寿社会対策

課 
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（１）安全・安心に関する情報の提供 

①安全・安心に関する情報の提供 

１ 

災害に関する情報の 

提供 災害に関する情報を迅速に収集し、災害情

報の自動配信やホームページへの防災情報

の掲載等を行う。 

事前計画通り、災害に関する情報の収集及び配信

を実施したため「順調」と判断。（防災指令発令：

６回、避難情報発令：８回） 

順調 

危機管理室 

危機管理課 

２ 

多文化共生推進事業 

災害時等の緊急時に外国人市民に正確な

情報を迅速に伝えることなどを含め、多様性

が力となる多文化共生の推進に向け事業を

実施する。 

北九州国際交流協会に北九州市多文化共生ワン

ストップインフォメーションセンターを設置運営

し、情報提供だけにとどまらず、外国人市民の困り

ごとについて関係機関と連携し、解決に向けて伴走

型の支援を行っている。また発災時には、避難に関

する情報を多言語で発信するとともに、北九州市災

害対応多言語コールセンター（24 時間 365 日で

20 言語に対応）を設置し、外国人市民からの問い

合わせに対応しているため、「順調」と判断。 

順調 

企画調整局 

国際政策課 

３ 

犯罪発生状況の情報提

供 警察との連携により、身近な犯罪（街頭犯

罪等）の発生状況をを表示した地図をホーム

ページに掲載する。 

 警察との連携により GIS を用いた犯罪情報マッ

プを定期的に更新したことから、「順調」と判断。 
順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 

方向性Ⅳ 安全・安心な都市イメージの発信 
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（２）安全・安心なまち北九州市の情報発信 

①都市のイメージアップに資する情報の発信 

１ 

都市イメージの向上 

新聞、雑誌、テレビ、インターネット等の

各種マスメディアへの情報発信を戦略的に

行うとともに、映画・テレビドラマ等のロケ

誘致や撮影支援を通じて、本市の知名度と都

市イメージの向上を図る。 

【地方創生推進室】 

都市ブランド「New U」発表や、本市の玄関口

である小倉駅を活用した情報発信、SDGs 未来都市

のイメージ発信等を行い、メディアに多数取り上げ

るなどしたため「順調」と判断。 

順調 

企画調整局 

地方創生推進室 

 

市民文化スポーツ局 

文化企画課 

【文化企画課】 

コロナ禍において市民に新しい生活様式を推奨

することを目的に、本市ゆかりの俳優、監督をゲス

トに招いた対談動画『STAY HOME「映画の街・

北九州』を作成。全 6 回配信を行い、合計再生回数

が 10 万回を突破した。 

また本市出身の俳優 光石 研 氏を主演に迎え、コ

ロナ禍での映画鑑賞をテーマに制作した短編ドラ

マが『ソウル・ヨンドンポ超短編国際映画祭』で賞

を受賞した。 

以上のことから、「順調」と判断。 

順調 
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２ 

情報発信・取材協力事業 
本市の知名度と都市イメージの向上を図

るため、新聞、雑誌、テレビ、インターネッ

ト等のマスメディアを通じて本市を PR す

る。 

情報発信件数の目標値には届かなかったものの

（目標：75 件、実施：24 件）、コロナ禍におけ

る情報発信の手法を、検討・実施したことから、地

域ブランド調査による認知度、情報接触度ともに、

着実に順位が上がっているため「順調」と判断。 

順調 

企画調整局 

地方創生推進室 

３ 

みんなで創る「映画の

街・北九州」ブランド発

信事業 

「映画の街・北九州」という都市ブランド

を市民レベルで共有するとともに、全国に発

信するため、支援作品を活用して、映画にゆ

かりのある市民、事業者が一同に集まるＰＲ

イベントを開催する。 

支援作品である映画『門司港ららばい』、『めぐ

り逢わせの法則』などについて、完成を記念し、主

演の俳優陣をゲストに迎えた上映会が開催された。  

以上のことから、順調と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

文化企画課 

４ 

海外作品誘致・支援事業 
海外の映画・テレビドラマ作品の撮影を誘

致することにより、本市の魅力を海外に発信

し、インバウンドを増加させる。さらに、本

市の映画文化を活用して、アジアの若者に対

する北九州市の知名度やイメージの向上を

図る。 

 アジアをはじめ世界に広くファンを持つタイ有

名アーティストに本市の名称、実景を挿入したミュ

ージックビデオの制作とプロモーションを依頼。Ｙ

outube での再生回数が 23 万回を超えるなど、世

界に向けて本市の魅力を PR したことから順調と判

断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

文化企画課 
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②「北九州市安全・安心条例」の普及・啓発活動の推進 

１ 

北九州市安全・安心条例

普及・啓発事業 
条例制定の趣旨・目的等について理解を

深めるための普及・啓発活動を推進すると

ともに、安全・安心に関する取り組みの成

果を積極的に発信する。 

 安全・安心条例広報・啓発リーフレットを作成し、

安全安心推進員が企業・市民センター等を訪問・配

布することで条例に関する理解の促進を図った。ま

た、条例の効果などを検証し、社会情勢に応じて適

切に見直していくだめ、「安全・安心推進会議」（書

面開催）や安全・安心で魅力ある繁華街を目指して

小倉北区と八幡西区で立ち上げた、「繁華街魅力づ

くり推進協議会」を開催した。加えて、安全・安心

PR 動画の配信や新聞・情報誌により条例の紹介など

安全・安心なまちづくり関する各種情報発信を行っ

たことから「順調」と判断。 

順調 

市民文化スポーツ局 

安全・安心推進課 
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（１）子どもの安全対策 

①安全・安心に関する意識の高揚 

１ 子どもと女性の「防犯力アップ」事業（子どもや女性の犯罪被害防止対策） 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

２ 
児童虐待の早期発見・迅速かつ適切な対応及び児童への支援のための

連携強化 

子ども家庭局 子育て支援課 

子ども総合センター 

②子どもの見守り活動の推進 

１ 地域防犯対策事業 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

２ スクールヘルパーの配置 教育委員会 学校経営・教育指導課 

③青少年の非行等を生まない環境の構築 

１ 
北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」 

推進本部運営事業 

子ども家庭局 青少年課・子ども総合センター、市民文化スポ

ーツ局 安全・安心推進課、保健福祉局 地域医療

課・医務薬務課、教育委員会 生徒指導・教育相談課 

など 

 

特に配慮すべき対象への安全対策（すべて再掲） 
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④通学路等の安全確保 

１ 通学路防犯灯事業 市民文化スポーツ局 安全・安心都市整備課 

２ 通学路の安全対策の推進 建設局 道路計画課 

⑤非行等からの立直り支援の推進 

１ 非行防止活動の推進 教育委員会 生徒指導・教育相談課 

⑥安全・安心相談窓口の充実 

１ 
児童虐待の早期発見・迅速かつ適切な対応及び児童への支援のための

連携強化 

子ども家庭局 子育て支援課 

子ども総合センター 

 

（２）女性の安全対策 

①安全・安心に関する意識の高揚 

１ 子どもと女性の「防犯力アップ」事業（子どもや女性の犯罪被害防止対策） 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

２ 男女共同参画基本計画推進事業（配偶者等からの暴力対策事業） 総務局 男女共同参画推進課 

 



- 37 - 

②性暴力を根絶するための取組の推進 

１ 性暴力被害者に対する総合相談窓口の設置 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

２ 性暴力被害者支援等に関する広報・啓発等 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

３ 性暴力根絶等に関する教育活動 教育委員会 学校経営・教育指導課 

生徒指導・教育相談課 

③安全・安心相談窓口の充実 

１ 子ども・家庭相談コーナー運営事業 子ども家庭局 子育て支援課 

④犯罪被害者等の支援体制の充実 

１ 性暴力被害者に対する総合相談窓口の設置 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

２ 性暴力被害者支援等に関する広報・啓発等 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

３ 性暴力根絶等に関する教育活動 教育委員会 生徒指導・教育相談課 

 



- 38 - 

（３）高齢者の安全対策 

①安全・安心に関する意識の高揚 

１ 住宅防火対策の推進 消防局 予防課 

②交通安全の推進 

１ 高齢運転者の交通安全対策 市民文化スポーツ局 安全・安心都市整備課 

③消費生活等に関する安全・安心の推進 

１ 消費者啓発の推進 市民文化スポーツ局 消費生活センター 

④地域の防災力の強化 

１ 避難行動要支援者避難支援事業 危機管理室 危機管理課 

⑤安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

１ あんしん通報システム 
消防局 予防課 

保健福祉局 長寿社会対策課 
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（４）障害者の安全対策 

①安全・安心に関する意識の高揚 

１ 住宅防火対策の推進 消防局 予防課 

②地域の防災力の強化 

１ 避難行動要支援者避難支援事業 危機管理室 危機管理課 

③安全・安心に配慮した環境の構築 

１ バリアフリー等のまちづくり 建設局 道路計画課、みどり･公園整備課 

④安全・安心を脅かす事態の対応のための体制の充実 

１ あんしん通報システム 消防局 予防課 
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①性暴力を根絶するための取組の推進 

１ 子どもと女性の「防犯力アップ」事業 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

２ 性暴力根絶等に関する教育活動 教育委員会 生徒指導・教育相談課 

②性暴力の被害者支援等に関する取組 

１ 性暴力被害者に対する総合相談窓口の設置 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

２ 性暴力被害者支援等に関する広報・啓発活動 市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

 

補足１ 性暴力を根絶するための取組の推進（すべて再掲） 
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①就労・住居の確保等 

１ 生活困窮者自立支援事業 保健福祉局 地域福祉推進課 

２ 北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業 

子ども家庭局 青少年課・子ども総合センター、市民

文化スポーツ局 安全・安心推進課、保健福祉局 地

域医療課・医務薬務課、教育委員会 生徒指導・教育

相談係 

３ 協力雇用主と連携した就労支援 子ども家庭局 青少年課 

４ セーフティネット住宅の登録促進 建築都市局 住宅計画課 

５ 市営住宅における住宅困窮者の入居支援 建築都市局 住宅管理課 

②保健医療・福祉サービスの利用促進 

１ 依存症対策事業 保健福祉局 精神保健福祉センター 

２ 触法障害者の立ち直り支援を通じた再犯防止推進事業 保健福祉局 障害者支援課 

 

補足２ 犯罪をした者の立ち直り支援（すべて再掲） 
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③学校等と連携した就学支援の実施等 

１ ネットトラブル等の防止 教育委員会 生徒指導・教育相談係 

２ 非行防止活動の推進 教育委員会 生徒指導・教育相談係 

３ 不登校対策の充実 教育委員会 生徒指導・教育相談係 

４ いじめ対策の充実 教育委員会 生徒指導・教育相談係 

５ スクールソーシャルワーカーの活用 教育委員会 生徒指導・教育相談係 

④民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進 

１ 社会を明るくする運動 保健福祉局 総務課 

 


